
別紙２ʷ１ 

「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の

移行について（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）」の一部改正（新旧対

照表） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の

各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の移行について 

 

 ２月 25 日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で

「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定され

た。 

その中で、地域の新型コロナウイルス感染症の患者の発

生状況に応じた各対策の概要を提示した上で、その対策の

移行に当たっての考え方を含め、おって通知等で詳細に提

示していくこととしたところである。 

 既に、新型コロナウイルス感染症の患者が発生している

地域においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症

法」という。）に基づく医師の届出や積極的疫学調査、入院

措置等に御協力いただくとともに、北海道等では、同方針で

示された患者クラスター（集団）に対する感染拡大防止策を

実施するなど、新型コロナウイルス感染症対策に率先して
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「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定され

た。 
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実施するなど、新型コロナウイルス感染症対策に率先して
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取り組んでいただいてきた。 

 一方で、今後、各地域で散発的、継続的に新型コロナウイ

ルス感染症の患者が発生していくことも想定し、本事務連

絡で、今後の状況の進展に応じて段階的に講じていくべき

各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の詳細と、対策の移行に当たっての判断の考え方をお示し

し、地域の実情に応じた最適な対策を柔軟に講ずることが

できるようにするものである。 

現時点で、現行の取組から対策を移行させる必要のない

地域においても、本事務連絡を参考に患者の増加に備え、事

前に今後に向けた準備を進めていただきたい。 

  

 

 

 

 

１〜３（略） 

４．（削除） 

 

 

 

 

 

取り組んでいただいてきた。 

 一方で、今後、各地域で散発的、継続的に新型コロナウイ

ルス感染症の患者が発生していくことも想定し、本事務連

絡で、今後の状況の進展に応じて段階的に講じていくべき

各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）

の詳細と、対策の移行に当たっての判断の考え方をお示し

し、地域の実情に応じた最適な対策を柔軟に講ずることが

できるようにするものである。 

現時点で、現行の取組から対策を移行させる必要のない

地域においても、本事務連絡を参考に患者の増加に備え、事

前に今後に向けた準備を進めていただきたい。 

 なお、各都道府県においては、下記３．及び４．に基づき、

医療の役割分担のため、各対応を行う医療機関を設定した

場合には、厚生労働省に調査報告を求める予定であること

を申し添える。 

 

１〜３（略） 

４．医療提供体制（入院医療提供体制）  

  

（１）現行の取組  

 ○ 感染症法第 12条に基づき医師から届出があった新型

コロナウイルス感染症の疑似症患者等については、感

染症法第 19条に基づき感染症指定医療機関等への入院
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措置を実施。  

  

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策  

 ＜入院医療体制＞  

 〇 地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大

し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院

医療の提供に支障をきたすと判断される場合、次のよ

うな体制整備を図る。  

① 感染症指定医療機関に限らず、一般の医療機関にお 

いても、一般病床も含め、一定の感染予防策を講じた上

で、必要な病床を確保する。感染症病床以外の病床へ入

院させる際の感染予防対策としては、個室又は新型コロ

ナウイルス感染症の診断が確定している患者において

は同一の病室へ入院させること、入院患者が使用するト

イレはポータブルトイレ等を使用すること等により、他

の患者等と空間的な分離を行うこととする。  

② 高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん 

剤等を用いている方、妊産婦以外の者で、症状がない又

は医学的に症状が軽い方には、PCR 等検査陽性であって

も、自宅での安静・療養を原則とする。このとき、自宅

療養中に状態が変化した場合には、必ず帰国者・接触者

相談センターやかかりつけ医に連絡するよう患者に伝

えるなど、重症化に備えた連絡体制を徹底する。  
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なお、自宅療養中の家族内感染を防止する趣旨から、

家庭での感染対策について周知する（参考参照）ととも

に、家族構成（高齢者や基礎疾患を有する者等と同居し

ているか）等を確認した上で、高齢者や基礎疾患を有す

る者等への家族内感染のおそれがある場合には、入院措

置を行うものとする。  

  （参考）新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる

場合の家庭内での注意事項（2020 年 2 月 28 日。一般社

団法人日本環境感染学会 ＨＰ）  

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/file

s/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf  

＜病床の状況の収集、把握等＞  

○ 各都道府県は、新型コロナウイルス感染症患者を受け

入れられる医療機関及び病床の状況等の情報の収集・把

握を定期的に行うとともに、都道府県域や医療圏を越え

て広域搬送の調整を行うため、国に対してもその情報を

提供する。  

＜重症者のための病床の確保＞  

〇 重症者の受入体制を構築するにあたって、管下の医療

機関における人工呼吸器等の保有・稼働状況や病床の稼

働率等の情報の収集・把握を行っているため、その情報を

踏まえて、集中治療を要する重症者を優先的に受け入れ

る医療機関を設定する。  
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〇 そうした医療機関においては、感染が更に拡大した場

合には、必要に応じて医師の判断により延期が可能と考

えられる予定手術及び予定入院の延期も検討する。  

〇 都道府県を中心に、管下の市区町村、地域の医療機関や

消防機関等の関係者間において、新型コロナウイルス感

染症の重症患者が発生した場合の搬送体制を早急に協議

の上、合意する。その際、民間救急サービスへの協力依頼

や自衛隊への協力要請を行うことも検討する。特に、全身

管理が必要な重症患者等が増加した場合についても想定

し、診療を行う集中治療室等の集約化などの対応策を協

議する。  

また、新型コロナウイルス重症患者を県域や医療圏を越え

て搬送する場合の調整担当者や広域の搬送・受入ルール

を隣県の関係者等の間で定めるよう調整を開始する。  

 ＜糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患があ

る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、透析患者及

び妊産婦等のための病床の確保＞  

〇 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患が

ある方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、透析患

者及び妊産婦等については、新型コロナウイルスに感染

した場合には、専門性を有する集中治療が必要となる可

能性が高くなる。このため、地域において、基礎疾患があ

る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、透析患者
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５．新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設

置 

２．から３．までに記載の「状況の進展に応じて講じて

いくべき施策」等の新型コロナウイルス感染症対策につい

て協議するため、都道府県を単位として、市区町村、都道

府県医師会、都道府県薬剤師会、都道府県看護協会、その

地域の中核的医療機関や感染症指定医療機関を含む医療

機関、薬局、消防等の関係者や専門家からなる協議会の設

置を、各都道府県の実情に応じて検討していただきたい。

なお、設置に当たっては、既存の会議体を活用していただ

いても差し支えない。 

 

６．各対策の移行に当たっての地域の範囲  

○ ２．から３．までの各対策を講ずるにあたり、地域の実

情に応じて現行の対策を移行させる必要がある場合には、

都道府県知事が、５．で設置した協議会の場などを活用し

及び妊産婦等の専門治療を実施でき、かつ、新型コロナウ

イルス感染症患者の受入れも可能である医療機関を早急

に設定し、そういった患者が発生した場合には当該患者

が速やかに受け入れられるよう、当該医療機関と必要な

調整を行った上で、搬送体制の整備及び病床の確保を行

うとともに、ほかの医療機関への周知を行う。 

 

５．新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設

置 

２．から４．までに記載の「状況の進展に応じて講じて

いくべき施策」等の新型コロナウイルス感染症対策につい

て協議するため、都道府県を単位として、市区町村、都道

府県医師会、都道府県薬剤師会、都道府県看護協会、その

地域の中核的医療機関や感染症指定医療機関を含む医療

機関、薬局、消防等の関係者や専門家からなる協議会の設

置を、各都道府県の実情に応じて検討していただきたい。

なお、設置に当たっては、既存の会議体を活用していただ

いても差し支えない。 

 

６．各対策の移行に当たっての地域の範囲  

○ ２．から４．までの各対策を講ずるにあたり、地域の実

情に応じて現行の対策を移行させる必要がある場合に

は、都道府県知事が、５．で設置した協議会の場などを活
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て関係者の意見を聴取しつつ、判断するものとする。一方

で、 ３．（２）②の体制に移行する場合については、厚生

労働省とも相談するものとする。  

  

 

 

○ 各対策の移行の単位は、医療圏単位、市町村単位のいず

れでも、差し支えない。都道府県知事が、市町村長や関係

団体と相談しつつ、個別に各対策の移行を決定するものと

する。 

用して関係者の意見を聴取しつつ、判断するものとする。

一方で、  

・ ３．（２）②の体制に移行する場合  

・ ４．（２）②の体制に移行する場合  

については、厚生労働省とも相談するものとする。  

  

○ 各対策の移行の単位は、医療圏単位、市町村単位のいず

れでも、差し支えない。都道府県知事が、市町村長や関係

団体と相談しつつ、個別に各対策の移行を決定するもの

とする。 

 


